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   北本市個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 

第１条 北本市個人情報保護条例（平成３年条例第４２号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条中第５号を第６号とし、第２号から第４号までを１号ずつ繰

り下げ、第１号の次に次の１号を加える。 

  ⑵ 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番

号法」という。）第２条第８項に規定する特定個人情報をいう。 

  第８条第２項第３号を次のように改める。 

  ⑶ 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

  第１１条の見出しを「（特定個人情報以外の個人情報の利用及び提

供の制限）」に改め、同条第１項中「個人情報の利用」を「個人情報

（特定個人情報を除く。以下この条及び第１２条において同じ。）の

利用」に改め、同条第２項第２号を次のように改める。 

  ⑵ 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

  第１１条の次に次の２条を加える。 

  （特定個人情報の利用の制限） 



 第１１条の２ 実施機関は、利用目的以外の目的のために特定個人情

報を自ら利用してはならない。 

 ２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産

の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は

本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的の

ために特定個人情報を自ら利用することができる。 

 ３ 前条第３項及び第４項の規定は、利用目的以外の目的のために特

定個人情報を自ら利用する場合について準用する。 

  （特定個人情報の提供の制限） 

 第１１条の３ 実施機関は、番号法第１９条各号のいずれかに該当す

る場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。 

 ２ 第１１条第３項の規定は、前項に規定する場合に該当し、特定個

人情報を提供する場合について準用する。 

  第１２条中「前条第１項又は第２項」を「第１１条第１項又は第２

項」に、「使用目的若しくは使用方法」を「利用目的若しくは利用方

法」に改める。 

  第１３条第１項中「個人情報」の次に「（特定個人情報を除く。以

下この条において同じ。）」を加える。 

  第１４条第２項中「病気、負傷等やむを得ない理由があり、かつ、

個人情報の開示をすることが本人の福祉の増進に資すると実施機関が

認める代理人」を「本人の委任による代理人（以下これらを「代理人」

という。）」に改める。 

  第１６条中「自己情報が」を「自己情報（特定個人情報を除く。以

下この条及び次条において同じ。）が」に改める。 

  第１７条の次に次の１条を加える。 

  （特定個人情報の利用の中止等の請求） 

 第１７条の２ 何人も、自己情報のうち特定個人情報が次の各号のい

ずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところによ

り、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定め

る措置を請求することができる。 

  ⑴ 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得された



ものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な

範囲を超えて保有されているとき、第１１条の２の規定に違反し

て利用されているとき、番号法第２０条の規定に違反して収集さ

れ、若しくは保管されているとき、又は番号法第２８条の規定に

違反して作成された番号法第２条第９項に規定する特定個人情報

ファイルに記録されているとき●当該特定個人情報の利用の中止

又は削除 

  ⑵ 第１１条の３の規定に違反して提供されているとき 当該特定

個人情報の提供の中止 

  第１８条中「前３条」を「第１５条から前条まで」に改める。 

  第１９条第１項中「又は第１７条第１項の規定による自己情報の目

的外利用等の中止」を「、第１７条第１項の規定による自己情報の目

的外利用等の中止又は第１７条の２の規定による特定個人情報の利用

の中止、削除若しくは提供の中止」に改める。 

  第２０条第１項及び第２項中「目的外利用等の」を削り、同条第４

項中「個人情報の全部若しくは一部の開示、訂正、削除又は目的外利

用等の中止」を「開示等」に改める。 

  第２２条第２項中「目的外利用等の」を削り、「当該個人情報の記

載の訂正、削除又は目的外利用等の中止」を「訂正、削除又は中止

（以下「訂正等」という。）」に改める。 

  第２４条第１項第２号中「、訂正、削除又は目的外利用等の中止」

を「又は訂正等」に改める。 

  第２５条第２号中「目的外利用等の中止請求」を「中止の請求」に

改める。 

  第３２条中「、訂正、削除又は目的外利用等の中止」を「（特定個

人情報の開示を除く。）又は訂正等」に改める。 

第２条 北本市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。 

  第２条中第６号を第７号とし、第３号から第５号までを１号ずつ繰

り下げ、第２号の次に次の１号を加える。 

  ⑶ 情報提供等記録 番号法第２３条第１項及び第２項に規定する

記録に記録された特定個人情報をいう。 



  第１１条の２第２項中「特定個人情報」の次に「（情報提供等記録

を除く。以下この条において同じ。）」を加える。 

  第１７条の２中「特定個人情報が」を「特定個人情報（情報提供等

記録を除く。以下この条において同じ。）が」に改める。 

  第２０条の次に次の１条を加える。 

  （特定個人情報の提供先への通知） 

 第２０条の２ 実施機関は、訂正の決定に基づく情報提供等記録の訂

正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、総務大

臣及び番号法第１９条第７号に規定する情報照会者又は情報提供者

（当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実

施機関以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書面によ

り通知するものとする。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２７年１０月５日から施行する。ただし、第２条

の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５号に掲げ

る規定の施行の日から施行する。 

 （北本市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正） 

２ 北本市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１８年条例第４９

号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２号中「中止」の次に「並びに同条例第１７条の２に規定

する特定個人情報の利用の中止、削除及び提供の中止」を加える。 


